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これまでの成果

最低資本金規制の特例措置lよる起業の創出
一申　　　　件　会社受立　　件（　　現在）

鰭資を　　て本特例制度を卒業し責企業ま　社

大学発やンチャー1＿＿，咽0社計画の着実た進展

末　社→　　末　社

創業・づンチャーファンドへの支堰く‡資先企業約570社）

ド　総額約　イ　円　社力株式　開済

今後の対応

＜16年度＞
・新産業創造戦略の策定
一世界に通用する先進産業、雇用を支えるサービス産業及び地域再生
に貢献する新産業の創出を図る

・破産法・民事再生法を改正し企業経営者の再起を支援

（今通常国会法案提出済）

；動産担保主義の見直し人保証（根保証の

（動産担保金融に向けた環境整備）

（ともに平成16年度中に関係法案提出予定）

・エンジェル税制の拡充

一証券会社や投資ファンドという民間の目利きを活用することにより、
対象となるベンチャー企業の範囲を拡大する　等

・新創業融資制度の拡充
一国民生活金融公庫の貸付限度額：550万円→750万円

・個人保証を要求しない融資制度を創設予定
（中小企業金融公庫、商工組合中央金庫）

＜1‾7

・「会 寺
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出予定）

向）

寸

法 制 の 現 代 化 」に伴 う商 法 等 の 改 正

（17年を目途 に法案提

低資本金規制の見直し（下限額の引き下げ又は撤廃の方

LC （r有限責任の人的法人制度」）の早期創設に向けた検言・
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±お ける不 良債 権 問 題 の 終結
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これまでの成果

⊥主要行の不良債権比率の低下（14．3月期叙4％→15．9月期

キ早期事業再生に向けた積極的取組
一企業再生ファンドの組成・出資　　　12件

デットエクイティ・スワップ　　　　12件
DIPファイナンスの実施　　　　　　　66件

一新しい中小企業金融ヰめ取組強化
地域銀行の約5割がスコアリング（信用格付）毒

51億円
117億円
190億円

今後の対応

＜16年度 ＞

・金融再生プログラムの推進等

一不良債権問題の終結
16年度に主要行の不良債権比率を半減させ、不良債権問題を終結。
金融仲介機能の回復を図り、資源の新たな成長分野への円滑な移行

を可能にする

ー金融機関の自己資本の強化

金融機能の強化のための新たな公的資金制度の創設

（今通草国会法案提出済）

その他、金融機関の自己資本強化のための施策について、更に引
き続き検討

・リレーションシップバンキングの機能強化

－「機能強化計画」に基づく中小・地域金融機関の取組をフォローアップ

（実績や施策の進捗状況を半期毎にとりまとめて公表）

一中小・地域金融機関の中小企業金融の再生や健全性確保・収益性
向上等に向けた取組を継続的に促進

瑞軒蝉蠣樺箪野郎畢祭鐸串事藻草専肇軒轄謡串揮積弊準串肇弾幕ノー7一：鳥弘一　と㍉圭亨∴宣告

＜17年度以降＞
・上記のうち残された対応を進める
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・産業再生機構’
÷支援決定日社（うち買取決定10社）（16．2．27現在）

・産業活力再生特別措置法
一認定計画62件（全府省庁）（16．3．1現在）

－大分企業支援ファンドの設立（16・1）また、静岡、茨城でも申
総合事業団の出資を内定（16．3）

・中小企業再生支援協議会
一再生計画策定対象263件
→うち策定完了68件・5，209名の雇用を確保（16．3．4現在「

一再生実施案件210件、再生候補案件204件（16．1未現在）‾

＜ 16年度 ＞

・「産業再生機構 の†層の 活用 に向けた方策」の着実な推進

ー資産査定や経営者責任の在り方についての考え方を標準化
一金融機関と協調して財政支援等を柔軟に実施

一金融機関との意思疎通の円滑化

？産業活力再 生特 別措置法 の利用促進

一同制度の利用促進を図り、産業・金融の一体再生を促進

・地域中小企業再生ファンドの組 成の促 進
1

－中小企業再生支援協議会との連携強化
一本格再生まで投資先企業に対する継続的な支援を実施

・中小企業再生支援協議会 の機 能強 化

ー窓口相談、支援業務、再生計画策定後のフォローアップの充実
を図るため、各協議会に常駐する専門家を増員（2名→3名）
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＜17年度以降＞

・産業・金融の一体再生に係る所要の施策を着実に推進
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今後の対応

＜16年度＞

1産業金融の担い手・手法の多様化

一信託業の担い手や受託可能財産範囲の拡大を図る
（「信託業法案」を今通常国会提出済）

一証券化支援、投資ファンド関連法制等の整備
（今通常国会に関連法案提出済）

－セーフティネット保証（1号）指定要件緩和などセーフティネットを拡充

・不動産担保主義の見直し

一動産譲渡登記制度・債権譲渡登記制度の見直しを検討
（16年度中に関連法案提出予定）

ー知的財産評価手法の確立等、知的財産活用の基盤整備策を検討

ー動産等を担保として評価する等、多様な融資制度を創設
（日車政策投資銀行）

・個人保証の適正化等

一根保証の限度額設定など個人保証の見直し
（16年度中に必要な法的措置を講ずる予定）

1中小企業経営革新支援法に基づく中小企業の経営革新の

着実な推進

・がんばれ ！中小企業ファンドの創設

＜17年度以降＞

・所要の施策を着実に推進


